
水道判別フローチャート

根拠法令

●居住者が100人を超える

水源の種類は

●1日最大給水量が20㎥
※

※人の生活の用に供する1日最大給水量

井戸水等（併用含む）
上水

受水槽、導管が地上にあり
すべての面が点検できる

受水槽の有効容量
が100㎥を超える

地中または地表にある
口径25㎜以上の導管
が1,500mを超える

水源の種類は

井戸水等（併用含む）
上水

小規模貯水槽水道

茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
茅ヶ崎市小規模貯水槽水道検査機関の指定に関する事務取扱要綱
茅ヶ崎市簡易専用水道及び小規模貯水槽水道事務取扱要綱

小規模水道

茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

飲用井戸

茅ヶ崎市飲用井戸衛生管理要綱

直結給水による水道事業
の一需要者

神奈川県企業庁 茅ケ崎水道営業所へご連絡ください

受水槽の有無

簡易専用水道

専用水道

受水槽の有効容量が１０㎥を超える

水道法
水道法施行令
水道法施行規則
水道法施行細則

水道法
水道法施行令
水道法施行規則
水道法施行細則
茅ヶ崎市簡易専用水道及び小規模貯水槽水道事務取扱要綱

どちらかに

あてはまる

どちらにもあてはまらない

Yes No

2戸以上の住宅に供給

1戸の住宅に供給

Yes

Yes

No Yes

Yes

No

No

No


